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(57)【要約】
【課題】画像認識に係る技術について、画像の欠損、ノ
イズなどに対する耐性をさらに高めることができるよう
にする。
【解決手段】入力画像から得られる所定の特徴点を抽出
し、入力画像に含まれる所定の図形を特定するための軌
跡が表示された画像であって、特徴点に対応する軌跡画
像を、ハフ変換を用いて取得し、認識対象オブジェクト
が含まれている学習画像に基づいて得られた軌跡画像と
、認識対象オブジェクトが含まれていない学習画像に基
づいて得られた軌跡画像とから求められた複数の特徴量
を用いた統計学習により生成された識別器を用い、特徴
量に基づいて、入力画像から認識対象オブジェクトを検
出する。
【選択図】図１２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力画像に対してハフ変換を施すハフ変換部と、
　認識対象オブジェクトが含まれている学習画像に前記ハフ変換を施して得られたデータ
と、前記認識対象オブジェクトが含まれていない学習画像に前記ハフ変換を施して得られ
たデータとから求められた複数の特徴量を用いた統計学習により生成された識別器を用い
、前記特徴量に基づいて、前記入力画像から前記認識対象オブジェクトを検出する検出部
と
　を備える認識装置。
【請求項２】
　前記ハフ変換部は、
　前記入力画像に含まれる所定の図形を特定するための軌跡に係るデータであって、前記
特徴点に対応する軌跡データを、ハフ変換を用いて取得し、
　前記検出部は、
　認識対象オブジェクトが含まれている学習画像に基づいて得られた前記軌跡データと、
前記認識対象オブジェクトが含まれていない学習画像に基づいて得られた前記軌跡データ
とから求められた複数の特徴量を用いた統計学習により生成された識別器を用い、前記特
徴量に基づいて、前記入力画像から前記認識対象オブジェクトを検出する
　請求項１に記載の認識装置。
【請求項３】
　前記入力画像から得られる所定の特徴点を抽出する特徴点抽出部をさらに備え、
　前記特徴点抽出部は、
　前記入力画像に所定のフィルタ処理を施すことで得られたエッジ画像から前記特徴点を
抽出し、
　前記ハフ変換を施して得られたデータは、前記エッジ画像に含まれる所定の図形を特定
するための軌跡に係るデータとされる
　請求項１に記載の認識装置。
【請求項４】
　前記入力画像から得られる所定の特徴点を抽出する特徴点抽出部をさらに備え、
　前記特徴点抽出部は、
　前記入力画像に所定のフィルタ処理を施すことで得られたエッジ画像の画素値が所定の
閾値判定により２値化され、さらに前記エッジが細線化された画像から前記特徴点を抽出
する
　請求項１に記載の認識装置。
【請求項５】
　前記ハフ変換部は、
　前記入力画像に含まれる所定の図形を特定するための軌跡に係るデータであって、前記
特徴点に対応する軌跡データを、ハフ変換を用いて取得し、
　前記軌跡データは、
　所定の図形を表す数式のパラメタのそれぞれを軸として構成されるパラメタ空間に、前
記特徴点を投票して得られた軌跡に係るデータとされる
　請求項１に記載の認識装置。
【請求項６】
　前記ハフ変換部は、
　前記入力画像に含まれる所定の図形を特定するための軌跡に係るデータであって、前記
特徴点に対応する軌跡データを、ハフ変換を用いて取得し、
　所定の図形を極座標に係る関数によって特定し、前記特徴点に対応する軌跡データを、
ハフ変換を用いて取得する
　請求項１に記載の認識装置。
【請求項７】
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　ハフ変換部が、前記入力画像にハフ変換を施し、
　検出部が、認識対象オブジェクトが含まれている学習画像に前記ハフ変換を施して得ら
れたデータと、前記認識対象オブジェクトが含まれていない学習画像に前記ハフ変換を施
して得られたデータとから求められた複数の特徴量を用いた統計学習により生成された識
別器を用い、前記特徴量に基づいて、前記入力画像から前記認識対象オブジェクトを検出
するステップ
　を含む認識方法。
【請求項８】
　コンピュータを、
　入力画像に対してハフ変換を施すハフ変換部と、
　認識対象オブジェクトが含まれている学習画像に前記ハフ変換を施して得られたデータ
と、前記認識対象オブジェクトが含まれていない学習画像に前記ハフ変換を施して得られ
たデータとから求められた複数の特徴量を用いた統計学習により生成された識別器を用い
、前記特徴量に基づいて、前記入力画像から前記認識対象オブジェクトを検出する検出部
とを備える認識装置として機能させる
　プログラム。
【請求項９】
　請求項８に記載のプログラムが記録されている記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本技術は、認識装置および方法、プログラム、並びに記録媒体に関し、特に、画像認識
に係る技術について、画像の欠損、ノイズなどに対する耐性をさらに高めることができる
ようにする認識装置および方法、プログラム、並びに記録媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、画像からオブジェクトを検出（認識）するための主な特徴量として、エッジ
抽出により得られる輪郭特徴量が用いられている。これらの技術においては、エッジ抽出
で得られた輪郭特徴量の様々な変化形が新たな特徴量として定義されて、オブジェクトの
認識が行われる。
【０００３】
　また、例えば、ブースティング（Boosting）による統計学習は、有効な機械学習の方法
として様々な画像認識タスクに用いられてきた。例えば、そのような機械学習の方法とし
てＡｄａＢｏｏｓｔと呼ばれる統計的な機械学習方法が知られている。
【０００４】
　ＡｄａＢｏｏｓｔでは、検出しようとする対象物体の含まれる学習画像と、対象物体の
含まれていない学習画像とがサンプルとして用いられて弱識別器（Weak Learnerとも称さ
れる）が生成され、多数の弱識別器が組み合わされて強い識別器が構築される。このよう
にして得られた強い識別器を用いれば、任意の画像から対象物体を検出することができる
ようになる。
【０００５】
　さらに、例えば、入力された画像から輪郭が充分に抽出できなくても、画像から２つの
領域のテクスチャの類似の特徴を充分に抽出できれば、統合識別器を用いて、画像から物
体を検出できるようにする技術も提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００９－１４０２８３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００７】
　しかしながら、従来の統計学習による画像認識は、サンプルとなる学習画像において認
識すべきオブジェクトの一部が他の物体の背後に隠れている場合、認識すべき物体の特徴
点を適切に学習できないことがある。
【０００８】
　また、例えば、サンプルとなる学習画像からエッジを抽出して特徴点を統計学習する場
合、カメラの性能、画像の明暗、ノイズの大きさなどによって、同じオブジェクトであっ
ても異なるエッジの抽出が行われることがある。そのような場合、統計学習により得られ
た識別器を用いても、ターゲットとなるオブジェクトを適切に認識できない。
【０００９】
　このように、従来の統計学習による画像認識に係る技術は、画像の欠損、ノイズなどに
対する耐性を高めることができないという問題があった。
【００１０】
　本技術はこのような状況に鑑みて開示するものであり、画像認識に係る技術について、
画像の欠損、ノイズなどに対する耐性をさらに高めることができるようにするものである
。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本技術の一側面は、入力画像に対してハフ変換を施すハフ変換部と、認識対象オブジェ
クトが含まれている学習画像に前記ハフ変換を施して得られたデータと、前記認識対象オ
ブジェクトが含まれていない学習画像に前記ハフ変換を施して得られたデータとから求め
られた複数の特徴量を用いた統計学習により生成された識別器を用い、前記特徴量に基づ
いて、前記入力画像から前記認識対象オブジェクトを検出する検出部とを備える認識装置
である。
【００１２】
　前記ハフ変換部は、前記入力画像に含まれる所定の図形を特定するための軌跡が表示さ
れた画像であって、前記特徴点に対応する軌跡画像を、ハフ変換を用いて取得し、前記検
出部は、認識対象オブジェクトが含まれている学習画像に基づいて得られた前記軌跡画像
と、前記認識対象オブジェクトが含まれていない学習画像に基づいて得られた前記軌跡画
像とから求められた複数の特徴量を用いた統計学習により生成された識別器を用い、前記
特徴量に基づいて、前記入力画像から前記認識対象オブジェクトを検出するようにするこ
とができる。
【００１３】
　前記入力画像から得られる所定の特徴点を抽出する特徴点抽出部をさらに備え、前記特
徴点抽出部は、前記入力画像に所定のフィルタ処理を施すことで得られたエッジ画像から
前記特徴点を抽出し、前記ハフ変換を施して得られたデータは、前記エッジ画像に含まれ
る所定の図形を特定するための軌跡が表示された軌跡画像のデータとされるようにするこ
とができる。
【００１４】
　前記入力画像から得られる所定の特徴点を抽出する特徴点抽出部をさらに備え、前記特
徴点抽出部は、前記入力画像に所定のフィルタ処理を施すことで得られたエッジ画像の画
素値が所定の閾値判定により２値化され、さらに前記エッジが細線化された画像から前記
特徴点を抽出するようにすることができる。
【００１５】
　前記ハフ変換部は、前記入力画像に含まれる所定の図形を特定するための軌跡が表示さ
れた画像であって、前記特徴点に対応する軌跡画像を、ハフ変換を用いて取得し、前記軌
跡画像は、所定の図形を表す数式のパラメタのそれぞれを軸として構成されるパラメタ空
間に、前記特徴点を投票して得られた軌跡が表示された画像とされるようにすることがで
きる。
【００１６】
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　前記ハフ変換部は、前記入力画像に含まれる所定の図形を特定するための軌跡が表示さ
れた画像であって、前記特徴点に対応する軌跡画像を、ハフ変換を用いて取得し、所定の
図形を極座標に係る関数によって特定し、前記特徴点に対応する軌跡画像を、ハフ変換を
用いて取得するようにすることができる。
【００１７】
　本発明の一側面は、ハフ変換部が、前記入力画像にハフ変換を施し、検出部が、認識対
象オブジェクトが含まれている学習画像に前記ハフ変換を施して得られたデータと、前記
認識対象オブジェクトが含まれていない学習画像に前記ハフ変換を施して得られたデータ
とから求められた複数の特徴量を用いた統計学習により生成された識別器を用い、前記特
徴量に基づいて、前記入力画像から前記認識対象オブジェクトを検出するステップを含む
認識方法である。
【００１８】
　本発明の一側面は、コンピュータを、入力画像に対してハフ変換を施すハフ変換部と、
認識対象オブジェクトが含まれている学習画像に前記ハフ変換を施して得られたデータと
、前記認識対象オブジェクトが含まれていない学習画像に前記ハフ変換を施して得られた
データとから求められた複数の特徴量を用いた統計学習により生成された識別器を用い、
前記特徴量に基づいて、前記入力画像から前記認識対象オブジェクトを検出する検出部と
を備える認識装置として機能させるプログラムである。
【００１９】
　本技術の一側面においては、入力画像に対してハフ変換が施され、認識対象オブジェク
トが含まれている学習画像に前記ハフ変換を施して得られたデータと、前記認識対象オブ
ジェクトが含まれていない学習画像に前記ハフ変換を施して得られたデータとから求めら
れた複数の特徴量を用いた統計学習により生成された識別器を用い、前記特徴量に基づい
て、前記入力画像から前記認識対象オブジェクトが検出される。
【発明の効果】
【００２０】
　本技術によれば、画像認識に係る技術について、画像の欠損、ノイズなどに対する耐性
をさらに高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】従来の画像識別システムの構成例を示すブロック図である。
【図２】図１の識別器生成部のより詳細な構成例を示すブロック図である。
【図３】直線上の特徴点をパラメタ空間に投票して得られる軌跡の例を示す図である。
【図４】直線を極座標を用いて表す場合の例について説明する図である。
【図５】直線上の特徴点をパラメタ空間に投票して得られる軌跡の別の例を示す図である
。
【図６】ハフ変換における入力画像の例を示す図である。
【図７】画像のエッジを抽出するフィルタの構成例を示す図である。
【図８】図６の画像から得られたエッジ画像の例を示す図である。
【図９】図８のエッジ画像の画素を２値化して得られた画像の例を示す図である。
【図１０】図９の画像のエッジを細線化して得られた画像の例を示す図である。
【図１１】図１０の画像の画素を特徴点としてパラメタ空間に投票して得られた軌跡の例
を示す図である。
【図１２】本技術を適用した画像識別システムの一実施の形態の構成例を示すブロック図
である。
【図１３】図１２の学習装置による学習処理の例を説明するフローチャートである。
【図１４】図１２の認識装置によるオブジェクト検出処理の例を説明するフローチャート
である。
【図１５】ハフ変換により円を検出する場合の例を説明する図である。
【図１６】パーソナルコンピュータの構成例を示すブロック図である。
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【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、図面を参照して、ここで開示する技術の実施の形態について説明する。
【００２３】
　最初に従来の統計学習による画像認識に係る技術について説明する。
【００２４】
　図１は、従来の画像識別システムの一実施の形態の構成例を示すブロック図である。こ
の画像識別システムは、学習装置１１、識別器記録部１２、および認識装置１３からなり
、入力された画像の中で認識対象オブジェクトの画像が存在する領域を認識させるもので
ある。
【００２５】
　学習装置１１は、入力された学習画像に基づいて、認識装置１３において画像上におけ
る認識対象オブジェクトの有無を識別する処理を行うときに用いられる、識別用特徴量お
よび統合識別器を生成し、識別器記録部１２に記録させる。認識装置１３は、識別器記録
部１２に記録されている識別用特徴量および統合識別器を用いて、入力された入力画像に
認識対象物体の画像が存在するか否かを識別し、その識別結果を出力する。
【００２６】
　学習装置１１は、特徴点抽出部２１、特徴量計算部２２、識別器生成部２３および統合
識別器生成部２７から構成される。
【００２７】
　特徴点抽出部２１は、入力された学習画像から、その学習画像の画素のいくつかを識別
器を生成するときに用いられる特徴点として抽出し、抽出した特徴点と学習画像とを特徴
量計算部２２に供給する。ここで、識別器とは、統計学習により生成された、複数の弱識
別器からなる強い識別器とされる。
【００２８】
　なお、学習画像は、認識対象オブジェクトが含まれているものと含まれていないものが
多数入力されるものとし、各学習画像に認識対象オブジェクトが含まれているか否かを示
す正誤情報が付与されているものとする。
【００２９】
　特徴量計算部２２は、特徴点抽出部２１から供給された各特徴点について、特徴量を計
算し、求められた特徴量と学習画像とを識別器生成部２３に供給する。例えば、特徴点と
して画像の中の所定の位置の画素が抽出された場合、当該画素がエッジを構成する画素で
ある度合を表す数値などが特徴量とされる。
【００３０】
　識別器生成部２３は、特徴量計算部２２から供給された学習画像および特徴量に基づい
て、例えばＡｄａＢｏｏｓｔによる統計学習処理を行い、認識対象オブジェクトを認識す
る識別器を生成する。また、識別器生成部２３は、生成した識別器を統合識別器生成部２
７に供給する。
【００３１】
　統合識別器生成部２７は、識別器生成部２３からの識別器を統合して統合識別器を生成
し、生成した統合識別器を識別器記録部１２に供給して記録させる。また、統合識別器生
成部２７は、統合識別器を用いて認識対象オブジェクトの認識を行うときに用いられる特
徴点の特徴量を、識別用特徴量として識別器記録部１２に供給し、記録させる。
【００３２】
　また、認識装置１３は、特徴点抽出部３１、特徴量計算部３２、識別計算部３５、およ
び識別結果出力部３６から構成される。なお、認識装置１３の特徴点抽出部３１と特徴量
計算部３２のそれぞれは、認識対象オブジェクトを認識しようとする入力画像に対して、
学習装置１１の特徴点抽出部２１と特徴量計算部２２のそれぞれと同様の処理を行うもの
であるので、その説明は省略する。
【００３３】
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　識別計算部３５は、識別器記録部１２に記録されている識別用特徴量および統合識別器
を読み出す。また、識別計算部３５は、特徴量計算部３２からの特徴量のうちの識別用特
徴量に対応するものを、読み出した統合識別器に代入して演算を行う。識別結果出力部３
６は、識別計算部３５における演算結果を取得し、その演算結果に基づいて、認識対象オ
ブジェクトが入力画像で認識されたか否かの識別結果を出力する。
【００３４】
　図２は、図１の識別器生成部２３のより詳細な構成例を示すブロック図である。同図に
示されるように、識別器生成部２３は、サンプリング部１０１、重み設定部１０２、並び
替え部１０３、識別器設定部１０４、識別器選択部１０５、および重み更新部１０６から
構成される。
【００３５】
　サンプリング部１０１は、例えば、重み設定部１０２により設定される学習画像単位の
重みに応じて、複数の学習画像のそれぞれの同じ位置の特徴点の特徴量のうち、Ｍ個の特
徴量をサンプリングして並び替え部１０３に供給する。
【００３６】
　並び替え部１０３は、例えば、サンプリングされたＭ個の特徴量を昇べきの順、または
降べきの順に並び替えて識別器設定部１０４に供給する。
【００３７】
　識別器設定部１０４は、学習画像に認識対象オブジェクトが含まれているか否かを示す
正誤情報に基づいて、昇べきの順、または降べきの順に並び替えられた特徴量のそれぞれ
について、閾値を変化させながら誤り率計算部１０４ａを制御して、誤り率を計算させる
。そして、識別器設定部１０４は、誤り率が最小となるように閾値を設定する（この閾値
が、弱識別器として設定される）。さらに、識別器設定部１０４は、弱識別器ごとの誤り
率を識別器選択部１０５に供給する。
【００３８】
　識別器選択部１０５は、弱識別器のうち、誤り率が最小となる弱識別器を選択して、弱
識別器からなる識別器を更新し、最終的な識別器および識別器に対応する特徴量を統合識
別器生成部２７に供給する。さらに、識別器選択部１０５は、選択した弱識別器の誤り率
に基づいて信頼度を計算し、重み更新部１０６に供給する。
【００３９】
　重み更新部１０６は、供給された信頼度に基づいて学習画像ごとの重みを再計算すると
共に、重みを正規化して更新し、更新結果を重み設定部１０２に供給する。重み設定部１
０２は、重み更新部１０６より供給されてくる重みの更新結果に基づいて、学習画像単位
の重みを設定する。
【００４０】
　このようにして、従来の画像識別システムによる画像認識が行われていた。なお、従来
の従来の統計学習による画像認識に係る技術については、例えば、特開２００９－１４０
２８３号公報などに詳細に開示されている。
【００４１】
　しかしながら、従来の統計学習による画像認識は、学習画像において認識対象オブジェ
クトの一部が他の物体の背後に隠れている場合、認識すべき物体の特徴点を適切に学習で
きないことがある。
【００４２】
　また、例えば、学習画像からエッジを抽出して特徴点を統計学習する場合、カメラの性
能、画像の明暗、ノイズの大きさなどによって、同じオブジェクトであっても異なるエッ
ジの抽出が行われることがある。そのような場合、統計学習により得られた識別器を用い
ても、ターゲットとなるオブジェクトを適切に認識できない。
【００４３】
　このように、従来の統計学習による画像認識に係る技術は、画像の欠損、ノイズなどに
対する耐性を高めることができないという問題があった。
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　そこで、本技術においては、ハフ変換を用いた統計学習による画像認識が行われるよう
にする。
【００４５】
　ここで、ハフ変換について説明する。
【００４６】
　ハフ変換は，画像から直線を検出するための手法としてＨｏｕｇｈにより提案されたも
のである。また、その後、円形や楕円形などの解析的な図形を検出できるように拡張され
ている。
【００４７】
　ハフ変換を用いた画像認識を行うことにより、画像中のノイズ、解析アルゴリズムの不
完全性による誤差、オクルージョン、欠落などといった不完全な情報をもつ画像から安定
的に認識対象オブジェクトを検出することができる。
【００４８】
　ハフ変換による図形の検出は、画像中の特徴点が与えられたとき、その特徴点を含む全
ての図形に関する仮定を生成し、多くの特徴点によって同一の仮説が支持されるとき、そ
の仮説を正しいものと考えて図形の検出とする手法である。これは、「投票による情報の
統合」、「多数決の原理」に基づく検出手法といえるので、個々の情報に誤りや欠落が含
まれていても、全体としては安定的な検出が可能となるという特徴を有している。
【００４９】
　次に、ハフ変換による図形の検出について説明する。ここでは、直線を検出する場合の
例について説明する。
【００５０】
　いま、画像の中の複数の特徴点によって直線が形成されているものとする。この画像中
の直線を式（１）により表現する。なお、式（１）は、画像の中の画素位置が（ｘ，ｙ）
座標により表されているものとし、変数ａとｂは直線の傾きと位置を定めるパラメタとさ
れる。
【００５１】

【数１】

　　　・・・（１）
【００５２】
　式（１）において、特徴点の座標(ｘi，ｙi)  (i=1, 2, ...,n)が与えられたとき、式
（１）の直線のパラメタを軸として構成される２次元の空間（ａｂ空間）において、式（
２）により表される軌跡が描かれる。
【００５３】

【数２】

　　　・・・（２）
【００５４】
　例えば、図３の左側に示されるように、画像の中に座標（ｘ1，ｙ1）、座標（ｘ2，ｙ2
）、および座標（ｘ3，ｙ3）で表される３つの特徴点が存在したとする。この場合、直線
のパラメタを軸として構成されるａｂ空間において、図３の右側に示されるような、３つ
の軌跡が描かれる。これらの軌跡の交点（Ａ，Ｂ）は、図３の左側のｘｙ空間において３
つの特徴点を通る直線に対応しているということができ、これにより画像の中に、式（３
）で表される直線の存在が検出される。
【００５５】
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【数３】

　　　・・・（３）
【００５６】
　ところで、式（１）により画像の中の垂直の線を表現する場合、変数ａの値が無限大と
なってしまうので、上述した方式での直線の検出には限界がある。このため、ハフ変換に
おいては、極座標が用いられることが多い。
【００５７】
　例えば、図４に示されるように、検出される直線１５１を仮定し、直線１５１を極座標
を用いて表すと、式（４）のようになる。
【００５８】
【数４】

　　　・・・（４）
【００５９】
　式（４）における変数ρは、原点（０，０）を通る直線であって、直線１５１に対する
垂線１６１を引いたとき、原点と、垂線１６１および直線１５１の交点との間の距離とさ
れる。また、式（４）における変数θは、垂線１６１がｘ軸との間になす角度とされる。
【００６０】
　式（４）を式（１）に代入すると、ａを式（５）として表すことができ、ｂを式（６）
として表すことができる。
【００６１】
【数５】

　　　・・・（５）
【００６２】

【数６】

　　　・・・（６）
【００６３】
　従って、図３を参照して上述した場合と同様に、図５に示されるように、実画像空間（
ｘｙ空間）における直線上の各特徴点が、パラメタ空間（ρθ空間）における軌跡によっ
て表される。
【００６４】
　図５は、ｘｙ空間における直線上に存在する３つの特徴点に対応するρθ空間における
軌跡と、ｘｙ空間における直線上に存在しない１つの特徴点に対応するρθ空間における
軌跡を示した図である。図５の左側がパラメタ空間（ρθ空間）を表しており、横軸はθ
の値を表し、縦軸はρの値を表している。図５の右側が実画像空間（ｘｙ空間）を表して
おり、横軸はｘの値を表し、縦軸はｙの値を表している。いまの場合、パラメタ空間にお
ける軌跡は、いずれも後述する式（７）により表される三角関数のカーブを描くことにな
る。
【００６５】
　図５に示されるように、ｘｙ空間における直線上に存在する３つの特徴点に対応するρ
θ空間における軌跡は、図中左側のρθ空間内の一点で交わっている。一方、ｘｙ空間に
おける直線上に存在しない１つの特徴点に対応するρθ空間における軌跡は、他の軌跡と
交わらない。
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【００６６】
　図５に示されるように画像をハフ変換して解析することで、各軌跡の交点（ρ，θ）に
より画像の中の直線の存在が検出されることになる。
【００６７】
　なお、ハフ変換において、特徴点に対応するパラメタ空間の軌跡を得る工程は、特徴点
のパラメタ空間への「投票」と称される。また、ハフ変換においては、軌跡の交点を適宜
、「ピーク」と称し、軌跡の交点を検出する工程は、「ピーク検出」と称される。
【００６８】
　ハフ変換を用いた実際の画像の中でのオブジェクトの検出は、例えば、次のようにして
行われる。例えば、図６に示されるようなＣＤジャケットの画像を認識させる場合を考え
る。
【００６９】
　最初に図６に示されるような画像が入力され、画像の中のエッジが抽出される。この際
、例えば、入力画像についてグレースケール化（ＲＧＢ平均化、ＹＵＶのＹの計算などで
もよい）され、エッジ検出のためのフィルタ処理がなされる。例えば、図７に示されるよ
うな３×３のフィルタ処理が施され、グレースケール化された画像のエッジが抽出される
。
【００７０】
　図８は、図６に示される画像をグレースケール化し、図７のフィルタ処理を施して得ら
れたエッジ画像である。図８に示されるように、図６の画像におけるエッジが図中に白く
表示されており、エッジ以外の部分は黒く表示されている。
【００７１】
　そして、エッジ画像の画素値が所定の閾値判定により２値化され、エッジが細線化され
る。図９は、図８のエッジ画像の画素値を２値化して得られた画像の例を示す図である。
図１０は、図９の画像のエッジを細線化して得られた画像の例を示す図である。
【００７２】
　さらに、例えば、図１０に示される画像の各画素を特徴点とし、パラメタ空間への投票
が行われる。例えば、実画像空間の特徴点を（ｘ，ｙ）で表した場合、投票されて得られ
た軌跡は、式（７）により表される。
【００７３】
【数７】

　　　・・・（７）
【００７４】
　例えば、図１０に示される画像をラスタスキャンして、全画素の座標位置のそれぞれを
特徴点（ｘ，ｙ）とした式（７）の軌跡がパラメタ空間内に描かれる。なお、パラメタ空
間内に描かれる軌跡に係る値（例えば、画素値）には、特徴点の画素の値が用いられる。
このようにすることで、パラメタ空間内において、実画像空間のエッジの画素に対応する
軌跡が重なり合って明るく表示される部分が出現する。この部分がピークとなる。
【００７５】
　図１１は、図１０に示される画像から得られたパラメタ空間における軌跡の例を示す図
である。なお、同図の横軸はθの値を表し、縦軸はρの値を表している。同図に示される
ように、実画像空間のエッジの画素に対応する軌跡が重なり合って明るく表示されており
、これによりピーク検出することができる。なお、図１１の例では、図１０に示される画
像から得られたパラメタ空間における軌跡が画像として表示されているが、実際にはハフ
変換によって、この画像における軌跡を特定するデータが得られることになる。
【００７６】
　このようにして得られたピークに基づいて、画像の中に存在するエッジなどの直線が特
定され、オブジェクトの形状を認識させることが可能となる。
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【００７７】
　なお、上述した例においては、エッジ画像を２値化、細線化してからパラメタ空間への
投票が行われるようにしたが、エッジ画像の各画素がそのまま特徴点とされ、パラメタ空
間への投票が行われるようにしてもよい。
【００７８】
　このようにして、ハフ変換を用いた実際の画像の中でのオブジェクトの検出が行われる
。
【００７９】
　上述したように、ハフ変換を用いたオブジェクトの検出は、「投票による情報の統合」
、「多数決の原理」に基づく検出手法といえるので、個々の情報に誤りや欠落が含まれて
いても、全体としては安定的な検出が可能となるという特徴を有している。
【００８０】
　例えば、後述する学習装置に入力する画像（学習画像と称する）において認識対象オブ
ジェクトの一部が他の物体の背後に隠れている場合でも、隠れていない部分の特徴点から
、エッジを構成する直線の存在が検出されるようにすることができる。また、例えば、カ
メラの性能、画像の明暗、ノイズの大きさなどによって、エッジの抽出が多少異なるよう
な場合でも、複数の特徴点に対応するパラメタ空間の軌跡が得られるので、安定的にピー
ク検出を行うことが可能となる。
【００８１】
　本技術では、上述のようなハフ変換の特性を利用して、画像認識に係る技術について、
画像の欠損、ノイズなどに対する耐性をさらに高めるようになされている。
【００８２】
　図１２は、本技術を適用した画像識別システムの一実施の形態の構成例を示すブロック
図である。この画像識別システムは、学習装置２１１、識別器記録部２１２、および認識
装置２１３からなり、入力された画像の中で認識対象オブジェクトの画像が存在する領域
を認識させるものである。
【００８３】
　学習装置２１１は、入力された学習画像に基づいて、認識装置２１３において画像上に
おける認識対象オブジェクトの有無を識別する処理を行うときに用いられる、識別用特徴
量および統合識別器を生成し、識別器記録部２１２に記録させる。認識装置２１３は、識
別器記録部２１２に記録されている識別用特徴および統合識別器を用いて、入力された入
力画像に認識対象物体の画像が存在するか否かを識別し、その識別結果を出力する。
【００８４】
　学習装置２１１は、ハフ変換部２２０、特徴点抽出部２２１、特徴量計算部２２２、識
別器生成部２２３および統合識別器生成部２２７から構成される。
【００８５】
　ハフ変換部２２０は、上述したように、ハフ変換を行って、学習画像に対応するパラメ
タ空間内の軌跡を得る。すなわち、学習画像のエッジが抽出されて得られたエッジ画像に
基づいて、各特徴点のパラメタ空間への投票が行われる。投票の結果、得られたパラメタ
空間内の軌跡の画像が特徴点抽出部２２１に供給される。なお、ここでいうパラメタ空間
内の軌跡の画像は、実際には、画像ではなく、座標位置毎の数値を表すデータ等として取
り扱われることになる。従って、図１２に示される画像識別システムにおいて処理される
軌跡の画像は、例えば、その画像に対応するデータ（軌跡に係るデータ）を意味するもの
とされる。
【００８６】
　特徴点抽出部２２１は、ハフ変換部２２０から供給されたパラメタ空間内の軌跡に係る
データから、その画像の画素のいくつかを識別器を生成するときに用いられる特徴点とし
て抽出し、抽出した特徴点と学習画像とを特徴量計算部２２２に供給する。ここで、識別
器とは、統計学習により生成された、複数の弱識別器からなる強い識別器とされる。
【００８７】
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　なお、学習画像は、認識対象オブジェクトが含まれているものと含まれていないものが
多数入力されるものとし、各学習画像に認識対象オブジェクトが含まれているか否かを示
す正誤情報が付与されているものとする。
【００８８】
　特徴量計算部２２２は、特徴点抽出部２２１から供給された各特徴点について、特徴量
を計算し、求められた特徴量と学習画像とを識別器生成部２２３に供給する。例えば、特
徴点として画像の中の所定の位置の画素が抽出された場合、当該画素の輝度値を表す数値
などが特徴量とされる。
【００８９】
　識別器生成部２２３は、特徴量計算部２２２から供給された軌跡に係るデータおよび特
徴量に基づいて、例えばＡｄａＢｏｏｓｔによる統計学習処理を行い、認識対象オブジェ
クトを認識する識別器を生成する。また、識別器生成部２２３は、生成した識別器を統合
識別器生成部２２７に供給する。
【００９０】
　統合識別器生成部２２７は、識別器生成部２２３からの識別器を統合して統合識別器を
生成し、生成した統合識別器を識別器記録部２１２に供給して記録させる。また、統合識
別器生成部２２７は、統合識別器を用いて認識対象オブジェクトの認識を行うときに用い
られる特徴点の特徴量を、識別用特徴量として識別器記録部２１２に供給し、記録させる
。
【００９１】
　なお、図１２の識別器生成部２２３の詳細な構成は、図２を参照して上述した構成と同
様のものなので、ここでは詳細な説明を省略する。
【００９２】
　また、認識装置２１３は、特徴点抽出部２３１、特徴量計算部２３２、識別計算部２３
５、および識別結果出力部２３６から構成される。なお、認識装置２１３のハフ変換部２
３０、特徴点抽出部２３１、および特徴量計算部２３２のそれぞれは、認識対象オブジェ
クトを認識しようとする入力画像に対して、学習装置１１のハフ変換部２３０、特徴点抽
出部２２１と特徴量計算部２２２のそれぞれと同様の処理を行うものであるので、その説
明は省略する。
【００９３】
　識別計算部２３５は、識別器記録部２１２に記録されている識別用特徴量および統合識
別器を読み出す。また、識別計算部２３５は、特徴量計算部２３２からの特徴量のうちの
識別用特徴量に対応するものを、読み出した統合識別器に代入して演算を行う。識別結果
出力部２３６は、識別計算部２３５における演算結果を取得し、その演算結果に基づいて
、認識対象オブジェクトが入力画像で認識されたか否かの識別結果を出力する。
【００９４】
　次に、図１３のフローチャートを参照して、図１２の学習装置２１１による学習処理の
例について説明する。
【００９５】
　ステップＳ２１において、ハフ変換部２２０は、学習画像のエッジ画像を取得する。
【００９６】
　ステップＳ２２において、ハフ変換部２２０は、ステップＳ２１の処理で取得されたエ
ッジ画像に基づいて、パラメタ空間に投票すべき特徴点を抽出する。なお、パラメタ空間
に投票すべき特徴点として、エッジ画像の全画素が抽出されるようにしてもよい。
【００９７】
　ステップＳ２３において、ハフ変換部２２０は、ステップＳ２２の処理で抽出された各
特徴点をパラメタ空間に投票し、投票の結果、得られたパラメタ空間内の軌跡に係るデー
タを取得する。
【００９８】
　ステップＳ２４において、特徴点抽出部２２１は、ステップＳ２３の処理で取得された
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画像から、その画像の画素のいくつかを識別器を生成するときに用いられる特徴点として
抽出する。なお、ステップＳ２３の処理で取得された画像の全画素が特徴点として抽出さ
れるようにしてもよい。
【００９９】
　ステップＳ２５において、特徴量計算部２２２は、特徴点抽出部２２１から供給された
各特徴点について、特徴量を計算する。このとき、例えば、画素の輝度値を表す数値など
が特徴量として計算される。
【０１００】
　ステップＳ２６において、識別器生成部２２３は、特徴量計算部２２２から供給された
軌跡に係るデータおよび特徴量に基づいて、例えばＡｄａＢｏｏｓｔによる統計学習処理
を行い、認識対象オブジェクトを認識する識別器を生成する。
【０１０１】
　このとき、例えば、図２を参照して上述したように、識別器生成部２２３の内部で次の
ような処理が実行される。
【０１０２】
　すなわち、サンプリング部１０１が、例えば、重み設定部１０２により設定される学習
画像単位の重みに応じて、複数の軌跡画像のそれぞれの同じ位置の特徴点の特徴量をサン
プリングする。そして、並び替え部１０３が、例えば、サンプリングされた特徴量を昇べ
きの順、または降べきの順に並び替える。さらに、識別器設定部１０４が、正誤情報に基
づいて、並び替えられた特徴量のそれぞれについて、閾値を変化させながら誤り率計算部
１０４ａを制御して、誤り率を計算させる。そして、識別器設定部１０４は、誤り率が最
小となるように閾値を設定する（この閾値が、弱識別器として設定される）。さらに、識
別器選択部１０５が、弱識別器のうち、誤り率が最小となる弱識別器を選択して、弱識別
器からなる識別器を更新し、最終的な識別器および識別器に対応する特徴量を統合識別器
生成部２７に供給するなどの処理が実行される。
【０１０３】
　ステップＳ２７において、統合識別器生成部２２７は、ステップＳ２６の処理で生成さ
れた識別器を統合して統合識別器を生成する。このとき、生成された統合識別器は識別器
記録部２１２に供給されて記録される。また、統合識別器を用いて認識対象オブジェクト
の認識を行うときに用いられる特徴点の特徴量も、識別用特徴量として識別器記録部２１
２に供給されて記録される。
【０１０４】
　このようにして学習処理が実行される。
【０１０５】
　次に、図１４のフローチャートを参照して、図１２の認識装置２１３によるオブジェク
ト検出処理の例について説明する。
【０１０６】
　ステップＳ４１において、ハフ変換部２３０は、入力画像のエッジ画像を取得する。
【０１０７】
　ステップＳ４２において、ハフ変換部２２０は、ステップＳ４１の処理で取得されたエ
ッジ画像に基づいて、パラメタ空間に投票すべき特徴点を抽出する。なお、パラメタ空間
に投票すべき特徴点として、エッジ画像の全画素が抽出されるようにしてもよい。
【０１０８】
　ステップＳ４３において、ハフ変換部２２０は、ステップＳ４２の処理で抽出された各
特徴点をパラメタ空間に投票し、投票の結果、得られたパラメタ空間内の軌跡に係るデー
タを取得する。
【０１０９】
　ステップＳ４４において、特徴点抽出部２２１は、ステップＳ４３の処理で取得された
画像の画素を特徴点として抽出する。ここでは、図１３のステップＳ２４の処理で抽出さ
れた特徴点に対応する特徴点が抽出される。
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【０１１０】
　ステップＳ４５において、特徴量計算部２２２は、特徴点抽出部２２１から供給された
各特徴点について、特徴量を計算する。このとき、例えば、画素の輝度値を表す数値など
が特徴量として計算される。
【０１１１】
　ステップＳ４６において、識別計算部２３５は、識別器記録部１２から識別用特徴量お
よび統合識別器を読み出して、読み出した統合識別器に特徴量を代入して計算する。
【０１１２】
　ここで、統合識別器を構成する弱識別器に代入される特徴量は、識別用特徴量とされた
特徴量が求められた、学習画像の特徴点と同じ位置にある、入力画像上の特徴から求めら
れた特徴量である。また、識別用特徴量とされる特徴量は、学習処理時において、統合識
別器を構成する弱識別器の設定に用いられた特徴量である。
【０１１３】
　ステップＳ４６の計算の結果として、入力画像中に認識対象オブジェクトが存在するこ
とを示す「＋１」、または入力画像中に認識対象オブジェクトが存在しないことを示す「
－１」が得られる。識別計算部２３５は、統合識別器での演算結果を識別結果出力部２３
６に供給する。
【０１１４】
　ステップＳ４７において、識別結果出力部２３６は、認識対象オブジェクトの検出結果
を出力する。すなわち、認識対象オブジェクトが入力画像において認識されたか否かの識
別結果が出力される。
【０１１５】
　このようにして、オブジェクト検出処理が実行される。
【０１１６】
　ところで以上においては、ハフ変換を用いて画像の中の直線を検出する場合の例につい
て説明したが、例えば、ハフ変換を用いて画像の中の円を検出することもできる。
【０１１７】
　いま、画像の中の複数の特徴点によって円が形成されているものとする。この画像中の
円を式（８）により表現する。なお、式（８）は、画像の中の画素位置が（ｕ，ｖ）座標
により表されているものとし、変数ａ、ｂ、ｒは円の大きさと位置を定めるパラメタとさ
れる。
【０１１８】
【数８】

　　　・・・（８）
【０１１９】
　式（８）において、特徴点の座標(ｕi，ｖi)  (i=1, 2, ...,n)が与えられたとき、式
（８）の円のパラメタを軸として構成される３次元の空間（ａｂｒ空間）において、式（
９）により表される軌跡が描かれる。
【０１２０】

【数９】

　　　・・・（９）
【０１２１】
　例えば、図１５の左側に示されるように、画像の中に座標（ｕ1，ｖ1）で表される特徴
点が存在したとする。この場合、円のパラメタを軸として構成されるａｂｒ空間において
、図１５の右側に示されるような、円錐状の軌跡が描かれる。実画像空間（ｕｖ空間）の
複数の特徴点についてパラメタ空間（ａｂｒ空間）への投票を行って得られた軌跡の交点
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（Ａ，Ｂ，Ｒ）を検出することで、画像の中の式（１０）で表される円の存在が検出され
る。
【０１２２】
【数１０】

　　　・・・（１０）
【０１２３】
　このようにハフ変換によって円が検出されるようにすることも可能である。
【０１２４】
　さらに、何らかの数式により表現される図形であれば、上述した場合と同様にハフ変換
を用いて検出することが可能となる。
【０１２５】
　なお、上述した一連の処理は、ハードウェアにより実行させることもできるし、ソフト
ウェアにより実行させることもできる。上述した一連の処理をソフトウェアにより実行さ
せる場合には、そのソフトウェアを構成するプログラムが、専用のハードウェアに組み込
まれているコンピュータ、または、各種のプログラムをインストールすることで、各種の
機能を実行することが可能な、例えば図１６に示されるような汎用のパーソナルコンピュ
ータ７００などに、ネットワークや記録媒体からインストールされる。
【０１２６】
　図１６において、ＣＰＵ（Central Processing Unit）７０１は、ＲＯＭ（Read Only M
emory）７０２に記憶されているプログラム、または記憶部７０８からＲＡＭ（Random Ac
cess Memory）７０３にロードされたプログラムに従って各種の処理を実行する。ＲＡＭ
７０３にはまた、ＣＰＵ７０１が各種の処理を実行する上において必要なデータなども適
宜記憶される。
【０１２７】
　ＣＰＵ７０１、ＲＯＭ７０２、およびＲＡＭ７０３は、バス７０４を介して相互に接続
されている。このバス７０４にはまた、入出力インタフェース７０５も接続されている。
【０１２８】
　入出力インタフェース７０５には、キーボード、マウスなどよりなる入力部７０６、Ｌ
ＣＤ(Liquid Crystal display)などよりなるディスプレイ、並びにスピーカなどよりなる
出力部７０７、ハードディスクなどより構成される記憶部７０８、モデム、ＬＡＮカード
などのネットワークインタフェースカードなどより構成される通信部７０９が接続されて
いる。通信部７０９は、インターネットを含むネットワークを介しての通信処理を行う。
【０１２９】
　入出力インタフェース７０５にはまた、必要に応じてドライブ７１０が接続され、磁気
ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、或いは半導体メモリなどのリムーバブルメディ
ア７１１が適宜装着され、それらから読み出されたコンピュータプログラムが、必要に応
じて記憶部７０８にインストールされる。
【０１３０】
　上述した一連の処理をソフトウェアにより実行させる場合には、そのソフトウェアを構
成するプログラムが、インターネットなどのネットワークや、リムーバブルメディア７１
１などからなる記録媒体からインストールされる。
【０１３１】
　なお、この記録媒体は、図１６に示される、装置本体とは別に、ユーザにプログラムを
配信するために配布される、プログラムが記録されている磁気ディスク（フロッピディス
ク（登録商標）を含む）、光ディスク（CD-ROM(Compact Disk-Read Only Memory),DVD(Di
gital Versatile Disk)を含む）、光磁気ディスク（MD（Mini-Disk）（登録商標）を含む
）、もしくは半導体メモリなどよりなるリムーバブルメディア７１１により構成されるも
のだけでなく、装置本体に予め組み込まれた状態でユーザに配信される、プログラムが記



(16) JP 2013-3686 A 2013.1.7

10

20

30

40

50

録されているＲＯＭ７０２や、記憶部７０８に含まれるハードディスクなどで構成される
ものも含む。
【０１３２】
　なお、本明細書において上述した一連の処理は、記載された順序に沿って時系列的に行
われる処理はもちろん、必ずしも時系列的に処理されなくとも、並列的あるいは個別に実
行される処理をも含むものである。
【０１３３】
　また、本技術の実施の形態は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本技術
の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更が可能である。
【０１３４】
　なお、本技術は以下のような構成も取ることができる。
【０１３５】
（１）　入力画像に対してハフ変換を施すハフ変換部と、
　認識対象オブジェクトが含まれている学習画像に前記ハフ変換を施して得られたデータ
と、前記認識対象オブジェクトが含まれていない学習画像に前記ハフ変換を施して得られ
たデータとから求められた複数の特徴量を用いた統計学習により生成された識別器を用い
、前記特徴量に基づいて、前記入力画像から前記認識対象オブジェクトを検出する検出部
と
　を備える認識装置。
（２）　前記ハフ変換部は、
　前記入力画像に含まれる所定の図形を特定するための軌跡に係るデータであって、前記
特徴点に対応する軌跡データを、ハフ変換を用いて取得し、
　前記検出部は、
　認識対象オブジェクトが含まれている学習画像に基づいて得られた前記軌跡データと、
前記認識対象オブジェクトが含まれていない学習画像に基づいて得られた前記軌跡データ
とから求められた複数の特徴量を用いた統計学習により生成された識別器を用い、前記特
徴量に基づいて、前記入力画像から前記認識対象オブジェクトを検出する
　（１）に記載の認識装置。
（３）　前記入力画像から得られる所定の特徴点を抽出する特徴点抽出部をさらに備え、
　前記特徴点抽出部は、
　前記入力画像に所定のフィルタ処理を施すことで得られたエッジ画像から前記特徴点を
抽出し、
　前記ハフ変換を施して得られたデータは、前記エッジ画像に含まれる所定の図形を特定
するための軌跡に係るデータとされる
　（１）または（２）のいずれかに記載の認識装置。
（４）　前記入力画像から得られる所定の特徴点を抽出する特徴点抽出部をさらに備え、
　前記特徴点抽出部は、
　前記入力画像に所定のフィルタ処理を施すことで得られたエッジ画像の画素値が所定の
閾値判定により２値化され、さらに前記エッジが細線化された画像から前記特徴点を抽出
する
　（１）または（２）のいずれかに記載の認識装置。
（５）　前記ハフ変換部は、
　前記入力画像に含まれる所定の図形を特定するための軌跡に係るデータであって、前記
特徴点に対応する軌跡データを、ハフ変換を用いて取得し、
　前記軌跡データは、
　所定の図形を表す数式のパラメタのそれぞれを軸として構成されるパラメタ空間に、前
記特徴点を投票して得られた軌跡に係るデータとされる
　　（１）乃至（４）のいずれかに記載の認識装置。
（６）　前記ハフ変換部は、
　前記入力画像に含まれる所定の図形を特定するための軌跡に係るデータであって、前記
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特徴点に対応する軌跡データを、ハフ変換を用いて取得し、
　所定の図形を極座標に係る関数によって特定し、前記特徴点に対応する軌跡データを、
ハフ変換を用いて取得する
　　（１）乃至（４）のいずれかに記載の認識装置。
（７）　ハフ変換部が、前記入力画像にハフ変換を施し、
　検出部が、認識対象オブジェクトが含まれている学習画像に前記ハフ変換を施して得ら
れたデータと、前記認識対象オブジェクトが含まれていない学習画像に前記ハフ変換を施
して得られたデータとから求められた複数の特徴量を用いた統計学習により生成された識
別器を用い、前記特徴量に基づいて、前記入力画像から前記認識対象オブジェクトを検出
するステップ
　を含む認識方法。
（８）　コンピュータを、
　入力画像に対してハフ変換を施すハフ変換部と、
　認識対象オブジェクトが含まれている学習画像に前記ハフ変換を施して得られたデータ
と、前記認識対象オブジェクトが含まれていない学習画像に前記ハフ変換を施して得られ
たデータとから求められた複数の特徴量を用いた統計学習により生成された識別器を用い
、前記特徴量に基づいて、前記入力画像から前記認識対象オブジェクトを検出する検出部
とを備える認識装置として機能させる
　プログラム。
（９）　（８）に記載のプログラムが記録されている記録媒体。
【符号の説明】
【０１３６】
　２１１　学習装置，　２１２　識別器記録部，　２１３　認識装置，　２２０　ハフ変
換部，　２２１　特徴点抽出部，　２２２　特徴量計算部，　２２３　識別器生成部，　
２２７　統合識別器生成部，　２３０　ハフ変換部，　２３１　特徴点抽出部，　２３２
　特徴量計算部，　２３５　識別計算部，　２３６　識別結果出力部
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